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新 潟 県 柏 崎 市 道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 地 域 の 交 通 安 全 、 犯 罪 防 止 等 の た め 、 道 路 照 明

用 街 路 灯 （ 以 下 「 街 路 灯 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 場 合 、 既 設 街 路 灯

を Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 に 交 換 す る 場 合 、 既 設 の Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 の 故 障 に よ り 器 具

一 式 を 取 り 替 え る 場 合 、 既 設 道 路 照 明 用 街 路 灯 専 用 木 柱 （ 以 下 「 既

設 街 路 灯 専 用 木 柱 」 と い う 。 ） を 建 て 替 え る 場 合 及 び 既 設 街 路 灯 専

用 木 柱 を 撤 去 し 、 既 設 街 路 灯 を 移 設 す る 場 合 に 対 し て 、 そ の 費 用 の

一 部 を 補 助 す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２ 条  道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 は 、 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る も

の と し 、 そ の 交 付 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 事 業 は 、 交 通 安 全 、 犯 罪 防 止 等 の た め の 街

路 灯 の 設 置 に 関 す る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 者 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 事 業 者 は 、 街 路 灯 の 設 置 及 び 管 理 を し よ う と す る 町

内 会 又 は 団 体 （ 以 下 「 町 内 会 等 」 と い う 。 ） と す る 。  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 額 と す る 。  

 ⑴  お お む ね ２ ０ ０ メ ー ト ル 以 上 離 れ て い る 集 落 間 を 結 ぶ 通 学 路 に

街 路 灯 を 設 置 す る 場 合 で 市 長 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き  街

路 灯 の 設 置 に 係 る 費 用 の ９ ０ パ ー セ ン ト 以 内 の 額  

 ⑵  前 号 以 外 の 場 合  街 路 灯 の 設 置 に 係 る 費 用 の ５ ０ パ ー セ ン ト 以

内 の 額 。 た だ し 、 補 助 金 の 額 が １ 灯 当 た り １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 を 超

え る も の に つ い て は 、 １ 万 ２ ， ０ ０ ０ 円 と す る 。  
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 ⑶  補 助 対 象 事 業 者 が 所 有 す る 既 設 街 路 灯 専 用 木 柱 を 新 品 の 非 木 製

に 建 て 替 え る 場 合  既 設 街 路 灯 専 用 木 柱 の 建 替 え に 係 る 費 用 の ５

０ パ ー セ ン ト 以 内 の 額 。 た だ し 、 補 助 金 の 額 が １ 本 当 た り １ ０ 万

円 を 超 え た も の に つ い て は 、 １ ０ 万 円 と す る 。  

 ⑷  補 助 対 象 事 業 者 が 所 有 す る 既 設 街 路 灯 専 用 木 柱 を 撤 去 し 、 既 設

街 路 灯 を 近 辺 の 壁 面 等 に 移 設 す る 場 合  既 設 街 路 灯 専 用 木 柱 の 撤

去 に 係 る 費 用 の ５ ０ パ ー セ ン ト 以 内 の 額 。 た だ し 、 補 助 金 の 額 が

１ 本 当 た り ５ 万 円 を 超 え た も の に つ い て は 、 ５ 万 円 と す る 。  

（ 様 式 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

 ⑴  道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 兼 実 績 報 告 書 ）  別

記 第 １ 号 様 式  

 ⑵  道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 交 付 決 定 （ 確 定 ） 通 知 書  別 記 第

２ 号 様 式  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 町 内 会 等 は 、 前 条 第 １ 号 に 定

め る 書 類 を 別 に 定 め る 期 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 補 助 金 の 交 付 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を

審 査 し 、 適 正 で あ る と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 の 上 、 額

を 確 定 し 、 そ の 旨 を 第 ６ 条 第 ２ 号 に 定 め る 書 類 に よ り 、 申 請 者 に 通

知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
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１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  廃 止 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 交 付 要 綱 （ 平

成 １ １ 年 ３ 月 告 示 第 ３ ７ 号 。 以 下 「 廃 止 前 の 要 綱 」 と い う 。 ） に よ

る 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 平 成 ２ ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 廃

止 前 の 要 綱 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 失 効 ）  

３  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 廃 止 前

の 新 潟 県 柏 崎 市 道 路 照 明 用 街 路 灯 設 置 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、 な

お そ の 効 力 を 有 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

道路照明用街路灯設置補助金交付申請書（兼実績報告書） 

 

  年  月  日 

柏崎市長  様 

                     町内会又は団体名                         

                   申請者 代表者住所 

                      代表者氏名             

 

 

 新潟県柏崎市道路照明用街路灯設置補助金第１条の規定により、補助金の交付を受けたいので、下記

のとおり申請します。 

記 

   

１ 工 事 場 所        柏崎市              地内 

２ 工 事 内 容         設置（取替え）   灯、建替え   本、撤去   本  

３ 完了年月日              年   月   日 

４ 事業費（支払工事費）   ￥                  

５ 補助金の額        ￥                  

６ 添 付 書 類 

  請求書及び受領書（金融機関振込金受領書）の写し又は電気工事店証明書（下欄） 

電気工事店 

証明欄 

 工事代金 

                     円 

 

 工事代金（設置（取替え）   灯、建替え  本、撤去  本分）を上記のとおり

領収しました。 

    年  月  日 

                        ○印 

 

７ 振 込 先  ※ □市政協力事務費口座に振込 

  ※ 振込先が市政協力事務費と同じ口座の場合は、☑をして下記金融機関名等は記入不要。 

金融機関名 

       銀行・農協 

       信用金庫 

       信用組合 

      本店・支店 

      支所・出張所 

預金種別 

 

普 通 ・ 当 座 

 

口座番号 

№          

口座名義人（フリガナ） 

 

 

 

 

氏名            
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第２号様式 

第     号   

年  月  日   
 

         様 
 

柏崎市長        □印   

 

道路照明用街路灯設置補助金交付決定（確定）通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった道路照明用街路灯設置補助金について、下記のと

おり決定（確定）したので通知します。 
 

記 
 

 １ 補助金交付決定（確定）額 

 

 ２ 交付条件 

⑴ この補助金の対象となる事業内容は    年  月  日付け道路照明用街路灯設置補助金

交付申請書のとおりであること。 

⑵ 新潟県柏崎市補助金等交付規則及び新潟県柏崎市道路照明用街路灯設置補助金交付要綱の規定

を遵守すること。 

 


